
県
道

道
路
の
種
類

第

二

千

三

百

九

十

七

号

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日

武

並

土

岐
線

多
治
見

路
線
名

同

市
同

町
三
丁
目
三

九
番
一
地
先
ま
で

多
治
見
市
前
畑
町
二
丁
目
四

五
番
地
先
か
ら

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別�･��〜��･� �･��〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

(

金
曜
日)

���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

目

次

告

示

○
家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
関
す
る
告

示
の
廃
止

(

畜

産

課)

七
四
三
ペ
ー
ジ

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

七
四
三

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

七
四
四

公

示

○
岐
阜
県
行
政
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク｢

Ｒ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｉ｣

の
機
器
保
守
、

維
持
管
理
及
び
機
器
更
新
業
務
委
託
に
関
す
る
仕
様
書
案
に
対
す
る

意
見
招
請
に
関
す
る
公
告

(
情
報
企
画
課)

七
四
四

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

七
四
五

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)

七
四
五

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

七
四
五

○
公
共
測
量
の
終
了

(

同

)
七
四
六

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

水
道
企
業
課)
七
四
六

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
十
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
関
す
る
告
示(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
告

示
第
十
一
号)

は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日



県
道

道
路
の
種
類

岐

阜

環

状
線

路
線
名

岐
阜
市
市
橋
三
丁
目
六
番
一
地
先

か
ら

同

市
同

三
丁
目
五
番
八
地
先

ま
で 区

間��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･��･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･��･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
十
七
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
岐
阜
県
行
政
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク｢

Ｒ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｉ｣

の
機
器
保
守
、
維
持
管
理
及
び
機
器
更

新
業
務
委
託
に
関
す
る
仕
様
書
案
に
対
す
る
意
見
招
請
に
関
す
る
公
告

岐
阜
県
行
政
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク｢

Ｒ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｉ｣

の
機
器
保
守
、
維
持
管
理
及
び
機
器
更
新
業

務
に
つ
い
て
仕
様
書
案
の
作
成
が
完
了
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
仕
様
書
案
に
対
す
る
意
見
を
招
請
し

ま
す
。平

成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
役
務
の
名
称
及
び
数
量

岐
阜
県
行
政
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
｢Ｒ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｉ
｣
の
機
器
保
守
､
維
持
管
理
及
び
機
器
更
新

業
務
一
式

２
意
見
の
提
出
方
法
等

�
提
出
期
限
平
成
24年
12月
３
日
(月
)
午
後
５
時
(郵
送
の
場
合
は
必
着
の
こ
と
｡)

�
提
出
先
〒
500－

8570
岐
阜
市
薮
田
南
２
丁
目
１
番
１
号

岐
阜
県
総
合
企
画
部
情
報
企
画
課
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
係

電
話
058－

272－
1111

(内
線
2278)

�
提
出
方
法
仕
様
書
案
と
と
も
に
交
付
す
る
意
見
招
請
説
明
書
に
よ
る
｡

３
仕
様
書
案
の
交
付
期
間
及
び
交
付
場
所

�
交
付
期
間
平
成
24年
11月
16日

(金
)
か
ら
平
成
24年
11月
30日

(金
)
ま
で
の
毎
日
(県

の
機
関
の
休
日
を
除
く
｡)
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

�
交
付
場
所
２
の�
に
同
じ
｡

４
意
見
招
請
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
２
の�
に
同
じ
｡

５
Sum
m
ary

�
Subject

of
the
m
aterials

to
be
put
forw
ard
for
com
m
ent:

Adm
inistration

and
m
aintenance

of
the
G
ifu
Prefecture

Inform
ation

N
etw
ork,“

REN
TAI”

�
D
ate
and

tim
e
for
the
distribution

of
m
aterials

for
com
m
ent:

Every
day

from
9:00

a.m
.
to
5:00

p.m
.
from

16
N
ovem

ber
2012

through

30
N
ovem

ber
2012

(excluding
w
eekends

and
national

holidays)

�
D
eadline

for
the
subm

ission
of
am
endm

ents
and

additions
to
the
m
aterials

for
com
m
ent:

5:00
p.m
.,
3
D
ecem

ber
2012.

(Am
endm

ents
and

additions
subm

itted
by
m
ail
m
ust
be
received

by
5:00

p.m
.,
3
D
ecem

ber
2012.)

�
For

further
inform

ation,
please

contact:

N
etw
ork
and

System
Section,

Inform
ation

Policy
Planning

D
ivision,

D
epartm

ent
of
Prefectural

Policy
Planning,

G
ifu
Prefectural

G
overnm

ent

2-1-1
Yabuta-m

inam
i,
G
ifu
C
ity,
G
ifu
Prefecture,

500-8570

Tel:
058-272-1111

Ext.
2278
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○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
三
十
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
ぁ
に
・
ふ
ぁ
に

三

代

表

者

の

氏

名

金
森

泰
樹

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
各
務
原
市
鵜
沼
山
崎
町
七
丁
目
二
二
五
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
に
お
け
る
障
が
い
児(

者)

と
そ
の
家
族

に
対
し
て
、
養
育
や
教
育
な
ど
の
広
範
囲
に
渡
り
、
子
育
て
支
援

に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
子
ど
も
達
の
健
全
育
成
と
地
域
福
祉
の

増
進
を
図
り
、
さ
ら
に
は
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
達
が
す
べ
て
の

子
ど
も
達
や
市
民
と
共
生
す
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
、
地
域
社

会
全
体
の
利
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ヨ
ー
デ
イ
ツ
ー
大
垣
赤
坂
店

大
垣
市
赤
坂
町
字
河
原
一
七
八
〇
番

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

変
更)

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
県
知
事
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

岐
阜
県

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

地
盤
沈
下
調
査
の
た
め
の
水
準
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
四
年
十
月
四
日
か
ら

同

二
十
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

岐
阜
市
、
大
垣
市
、
羽
島
市
、
瑞
穂
市
、
海
津
市
、
羽
島
郡
笠
松
町
、
養
老
郡
養
老
町
並
び
に
安

八
郡
輪
之
内
町
及
び
安
八
町

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
海
津
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関
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海
津
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

道
路
台
帳
図
デ
ー
タ
更
新)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
四
年
十
一
月
五
日
か
ら

同

二
十
五
年
一
月
十
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

海
津
市

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
可
児
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

可
児
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

可
児
市
公
共
基
準
点
整
備)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
日
か
ら

同

年
十
月
十
七
日
ま
で

四

作
業
地
域

可
児
市
兼
山
、
中
恵
土
、
久
々
利
及
び
久
々
利
柿
下
入
会

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
東
部
広
域
水
道
事
務
所
落
合
取
水
場
で
使
用
す
る
電
気

9,430,900kW
h

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
24年
９
月
10日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
24年
10月
24日

５
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
東
新
町
１
番
地

中
部
電
力
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
水
野
明
久

６
落
札
金
額
137,766,051円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
東
部
広
域
水
道
事
務
所

�
所
在
地
瑞
浪
市
釜
戸
町
2190番

地
12
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平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


